


南相馬市民（法人を含む）が南相馬市内で飼っている馬 

上記1.の馬について相双家畜保健衛生所に令和５年定期報告を行っていること 

馬１頭当たり３万円 ※ただし、令和５年定期報告の頭数が上限です。 

令和６年３月２９日（金）１７時１５分 ※郵送必着 

 商工観光部観光交流課（郵送・窓口） 

 〒975-8686 南相馬市原町区本町2-27 北庁舎１階 

 ☎0244-24-5263 

（１）馬事文化振興に係る飼料高騰対策事業助成金交付申請書兼請求書 

（２）本人確認書類（運転免許証や健康保険証のコピーなど） 

（３）振込先口座確認書類（金融機関名、支店名、口座番号、預金種別、口座名義 

   が分かるもの） 

相双家畜保健衛生所 〒975-0033 南相馬市原町区高見町1-276-1 ☎0244-24-3451 


